
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 合計

24 11 2 1 38

目標
1

目標
2

目標
3

目標
4

目標
5

目標
6

目標
7

R3 R4 R5 R6 R7

1
行政機能・
情報通信・
防災教育

公共施設等
の防災対策
及び機能の
維持向上

財政課 1-1 3-1

・「大船渡市公共施設等総合管理計
画」及び「大船渡市公共施設等個別
施設計画」に基づき、計画的な修繕
や長寿命化を行い、災害時における
避難場所や防災拠点としての機能を
確保する。

公共施設等の耐
震化率

％ 84.7 83.3 87.2 87.6 88.0 88.8 104.8 A

・「大船渡市公共施設等総合管理
計画」及び「大船渡市公共施設等
個別施設計画」に基づき、カメリ
アホールのトイレ洋式化改修や吉
浜地区拠点センターの照明LED化
工事を実施し、防災拠点の機能確
保を図った。
・耐震基準を満たしていない施設
の解体が進み、耐震化率は目標を
上回っている。

・「大船渡市公共施設等個別施設
計画」に登載されている公共建築
物のうち長寿命化すべき施設につ
いては、計画に基づき、確実な耐
震診断及び耐震化を進めていく。

2
行政機能・
情報通信・
防災教育

避難所の指
定及び運営

防災管理室

1-1
1-2
1-3
1-4

2-5

・災害時における地域住民等の避難
先を確保するため、災害の種類に応
じた避難所の指定を行う。
・洪水・土砂災害に係る避難所が少
ないことから、避難所数の見直しを
行う。
・感染症対策に配慮した避難所運営
を行う。

洪水・土砂災害
に係る避難所数

箇所 22 11 53 53 53 53 240.9 A

・地域住民ワークショップの意見
等を踏まえ、洪水・土砂災害に係
る避難所を新たに指定し、令和３
年度に53箇所に増やしている。
・市防災訓練時には、地区本部等
において、要配慮者受け入れを想
定した避難所運営訓練を実施し、
プライベートルームの設営やレイ
アウトの確認を行っている。

・必要に応じて避難所を指定す
る。
・感染症対策に配慮した避難所運
営を進める。

3
行政機能・
情報通信・
防災教育

安全な避難
の確保

防災管理室

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

・地域住民等の安全な避難の確保を
図るため、災害の発生が予想される
場合は、早めに避難指示等の発令を
行う。
・外国人等に対する情報伝達の環境
整備や避難支援体制の整備を図ると
ともに、要配慮者利用施設の避難確
保計画の策定を支援する。

要配慮者利用施
設の避難確保計
画策定件数（累
計）

件 39 33 33 38 46 47 120.5 A

・避難指示等の発令に当たって
は、気象庁が発表する情報や岩手
県風水害対策支援チームの助言等
をもとに、的確な判断ができるよ
う体制を整えている。

・台風等に伴い災害発生のおそれ
がある場合、明るい時間帯に、早
めの避難指示等の発令を行う。
・今後新たな浸水想定が示された
際、対象施設に対し避難確保計画
策定に向けた、呼び掛け及び支援
を行う。
・行政情報一斉配信システムによ
り、外国人向けに自動翻訳機能を
活用した情報発信を行う。

4
行政機能・
情報通信・
防災教育

ハザード
マップの作
成・周知

防災管理室
1-2
1-3
1-4

6-4

・ハザードマップの作成及び配布を
行い、災害の危険区域や避難所等に
ついて周知することにより、災害時
における安全かつ迅速な避難等によ
る被害の軽減を図る。

洪水・土砂災害
ハザードマップ
の作成率

％ 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 A

・岩手県が公表した最大クラスの
津波浸水想定及び浸水が想定され
る市内８地区における住民説明会
での意見等を踏まえ、津波ハザー
ドマップを更新し、令和５年度に
全戸配布した。
・綾里川の洪水浸水想定を踏ま
え、水害ハザードマップを更新
し、令和５年度に綾里地区全戸に
配布した。
・ハザードマップについて、市広
報紙への掲載や防災訓練での活用
の呼び掛けなど、日頃から災害に
備える必要性の周知を図った。

・岩手県が管理する二級河川（10
河川）の洪水浸水想定区域の指
定・公表に伴い、令和８年度に水
害ハザードマップを更新する。

特記事項
達成率

（対R7）

進
捗
度

総括 今後の方向性取組内容
重要業績
評価指標

単位
目標
（R7)

基準
（R1）

実績（計画期間）

大船渡市国土強靱化地域計画重点施策進捗管理表

【進捗度】Ａ：概ね計画内容どおり進捗している　Ｂ：一部に進捗の遅れがみられる　Ｃ：全体的に進捗の遅れが明らかである　Ｄ：未着手、又は国・県等の動向を踏まえ、新たな視点で取り組む必要がある

進捗度集計

№
施策
分野

施策名 課等名

回避する起きてはならない
最悪の事態

1



目標
1

目標
2

目標
3

目標
4

目標
5

目標
6

目標
7

R3 R4 R5 R6 R7

特記事項
達成率

（対R7）

進
捗
度

総括 今後の方向性取組内容
重要業績
評価指標

単位
目標
（R7)

基準
（R1）

実績（計画期間）

№
施策
分野

施策名 課等名

回避する起きてはならない
最悪の事態

5
行政機能・
情報通信・
防災教育

災害用備蓄
品の整備及
び住民等へ
の備蓄の啓
発

防災管理室
2-1
2-2

・災害時に避難所等で必要となる食
料、飲料水、防災資機材等の整備の
充実を図る。
・家庭における食料や生活必需品の
備蓄の必要性について、市広報紙や
出前講座等により住民等への啓発を
図る。

「災害に備え、
食料・水や衣類
などをすぐに持
ち出せるように
用意している」
と答えた市民の
割合

％ 35.1 27.9 29.4 31.0 27.7 27.0 76.9 B

・賞味期限が近い食料や飲料水の
更新のほか、女性用品を購入し、
備蓄品の充実を図った。
・災害時における非常持出品の必
要性などについて、市ホームペー
ジやハザードマップなどにより周
知を図った。

・賞味期限を考慮し、食料・飲料
水を計画的に更新するほか、子ど
も・高齢者用品（おむつ等）の購
入、避難所環境の改善に資する防
災資機材の整備により、災害備蓄
品の充実を図る。
・家庭内備蓄や非常持出品等の必
要性について、市防災訓練や市広
報紙等を通じて周知する。

消防団員数 人 900 884 785 734 649 623 69.2

うち女性団員数 人 27 7 4 7 7 8 29.6

消防屯所の耐震
化率

％ 96.0 88.0 90.0 90.0 90.0 96.0 100.0

消防ポンプ自動
車等の更新台数
（累計）

台 3 2 0 1 2 3 100.0

小中学校の老朽
化した建具改修
率

％ 100.0 25.0 26.7 33.3 33.3 33.3 33.3

小中学校の照明
器具耐震対策及
びＬＥＤ化率

％ 100.0 31.3 33.3 35.7 57.1 57.1 57.1

B

・令和６年度に消防団の統廃合が
行われ消防屯所数が減少した。
・耐震化率が令和５年度の90％か
ら96％となった。
・令和６年度、総務省無償貸付車
両の配備により達成率が100％と
なった。

今後も更新計画に基づき消防屯所
を新築し、耐震化率100％を目指
す。
　また、組織改編により消防団で
統廃合が進み、消防屯所も同様に
統廃合され耐震化率の向上が見込
まれる。
・令和６年度に総務省より貸与さ
れた無償貸付車両(救助用資機
材・小型動力ポンプ搭載多機能
車)を第８分団第３部に配備。令
和７年度の車両更新予定はなし。

大船渡消防
署

1-1 2-3

6-1

8
行政機能・
情報通信・
防災教育

学校施設の
防災対策の
強化

学校教育課 1-1

6-1
・消防屯所の整備や消防ポンプ自動
車等の更新を計画的に進め、消防団
の災害対応力の強化を図る。

A

・学校施設は児童・生徒の学習・生
活の場であるとともに、災害発生時
には児童・生徒の命を守り、また、
避難所として地域住民の命を守る必
要があることから、校舎や屋内運動
場の改築及び長寿命化改修を行うと
ともに、自家発電装置、太陽光発電
装置の設置や更新など防災対策を強
化する。
・建物の非構造部材についても、老
朽化したサッシや複層ガラス等の建
具、照明器具の改修を行い、耐震対
策や防火対策を推進する。

B

・学校統合の進捗、時期等を勘案
しながら、不具合が生じた建具の
交換、改修等を行っている。
・令和５年度に屋内運動場の照明
のＬＥＤ化の改修工事を行った。
（猪川小、立根小、大船渡北小）
・さらに令和７年度に屋内運動場
の照明のＬＥＤ化の改修工事を行
う予定である。
（大船渡小、末崎小、日頃市小、
綾里小）
・令和５年度に屋内運動場の吊り
天井の落下防止対策に係る調査及
び設計業務を行った。
・令和７年度に天井材落下防止
ネット工事を行う予定である。
（大船渡小、猪川小、立根小、綾
里小）

・学校統合の時期等を勘案しなが
ら、学校全体での改修工事の検討
を行う予定であり、引き続き不具
合が生じた建具の交換、改修等を
行う。
・屋内運動場の天井の耐震化及び
照明のLED化を計画的に進める。

7
行政機能・
情報通信・
防災教育

消防屯所の
整備及び消
防団車両の
更新

6
行政機能・
情報通信・
防災教育

消防団活動
の充実強化

大船渡消防
署

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

2-3

・取組内容を網羅した『大船渡市
消防団事業基本方針』を策定し、
令和４年度より運用している。
・令和７年度には600名を下回る
ことも危惧され、消防団員の確保
が喫緊の課題となっている。消防
団員募集のＰＲとしてX(Twitter)
やポスター配布、団だより作成等
を実施。機能別消防団員の令和８
年度導入に向け協議を行ってい
る。
・女性消防団員は、救命講習や出
初式式典補助、分列行進でのアナ
ウンス等を実施し、第29回女性消
防団員活性化とちぎ大会に女性消
防団員３名が参加し活躍の場を着
実に広げている。

・消防団員の処遇の改善について
は、令和４年度に条例改正し、令
和５年度からの運用を開始した。
・『大船渡市消防団事業基本方
針』の検討と見直しを実施し、取
り進める。
・機能別消防団員について令和７
年10月１日の条例改正に向け進め
ている。

・消防団員の処遇の改善や装備の充
実について検討を行うとともに、女
性団員の加入を促進するなど、地域
防災力の中核的な担い手としての役
割を果たす消防団員の確保を図る。
・消防団員に対する教育訓練を継続
して実施し、災害対応力の強化を図
る。
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目標
1

目標
2

目標
3

目標
4

目標
5

目標
6

目標
7

R3 R4 R5 R6 R7

特記事項
達成率

（対R7）

進
捗
度

総括 今後の方向性取組内容
重要業績
評価指標

単位
目標
（R7)

基準
（R1）

実績（計画期間）

№
施策
分野

施策名 課等名

回避する起きてはならない
最悪の事態

9
行政機能・
情報通信・
防災教育

情報伝達手
段の確保

防災管理
室、デジタ
ル戦略課

1-5 3-1

・地域住民等へ確実に災害情報を伝
達するため、防災行政無線や戸別受
信機、ホームページ、ツイッター等
多様な情報伝達手段を確保し、情報
連絡体制の強化を図る。
・災害時にコミュニティＦＭラジオ
を活用した情報伝達を行うことがで
きるよう、設備等の維持管理費用等
を考慮しつつ、事業者における適切
な運用を支援する。

「災害情報が容
易に入手でき
る」と答えた市
民の割合

％ 65.0 61.9 66.5 57.2 62.6 62.9 96.8 A

・令和４年度より運用を開始した
「行政情報一斉配信システム」に
よる緊急情報の発信は、システム
への一度の入力で複数の広報媒体
への発信を可能としたことから正
確性と迅速性が向上した。また、
これによりSNSの登録者数が増加
し、情報の受け手が拡大した。
・防災行政無線施設の保守点検や
設備更新を行い、適切な運用を
図った。

・デジタル戦略課において、情報
配信システムや広報媒体の管理を
行い、防災管理室が、発信する情
報の管理を行うため、連携して発
信を行う。
・災害時、最も有効な情報伝達手
段となる防災行政無線の適切な運
用を図るため、計画的な設備更新
を行う。

自主防災組織結
成地域数

地域 111 105 105 105 105 105 94.6

防災訓練参加団
体数

団体 77 62 66 74 69 76 98.7

木造住宅耐震化
率

％ 88.0 82.0 - - 83.0 83.0 94.3

危険なブロック
塀等の除却・建
替件数（累計）

件 7 1 2 2 3 3 42.9

都市公園の園路
等のバリアフ
リー化整備率

％ 88.2 70.6 76.5 76.5 76.5 76.5 86.7

都市公園のトイ
レ水洗化整備率

％ 100.0 76.5 88.2 88.2 88.2 88.2 88.2

管路の耐震化率
（水道事業）

％ 30.0 24.0 25.0 26.3 27.8 29.2 97.3

管路の耐震化率
（簡易水道事
業）

％ 11.0 8.6 8.6 8.7 11.8 11.8 107.3

A6-1

令和６年度事
業（赤崎・下
平）は令和７
年度に繰越

13 住宅・都市
水道施設の
防災機能の
強化

水道課
2-1
2-5

5-2

・計画的な修繕や長寿命化、適切な
維持管理により、災害時において、
災害弱者にも配慮した機能を有する
都市公園の整備を進める。

A

・令和３年度２カ所のトイレ水洗
化工事を実施した。
・作業員の巡回による維持管理に
より、不具合箇所の早期発見及び
修繕を実施した。

・令和６年度２カ所（赤崎・下
平）、令和７年度２カ所（下船
渡・宮ノ前)の園路及びトイレの
バリアフリー化を実施する。

【水道事業】
・未普及地域解消のための配水管
整備（L=5,320.8m）や加圧ポンプ
場の整備（L=65.7m）において、
耐震管や耐震適合管を布設した。
・老朽管等の更新においても、配
水管（L=217.3m）と導水管
（L=120.7m）を耐震管等に更新し
た。

【簡易水道事業】
・農山漁村地域整備交付金を活用
し、綾里田浜地区の送水管更新工
事を実施したが、施工の際に発生
した状況の変化により令和７年度
に繰越した。

　老朽管の更新は、水道事業経営
戦略に基づき、必要な耐震化を
図っていく。
　また、重要給水施設（病院、避
難拠点等）への配水管等は国の補
助制度を活用し耐震化を進める。

　令和６年４
月に簡易水道
事業を水道事
業に統合した
が、当計画の
進捗は、旧事
業ごとに管理
する。

・災害による水道施設の被害を防止
するため、水道事業経営戦略に従っ
て段階的に水道施設の老朽化・耐震
化対策を進め、水道施設の防災機能
の強化を図る。

12 住宅・都市
都市公園の
防災機能の
強化

土地利用課 1-1

6-311 住宅・都市
住宅等建築
物の耐震化

住宅管理課 1-1

6-1 7-2

・地域における共助の体制を整える
ため、自主防災組織の結成に向けた
働きかけを行うとともに、結成され
ている地域については、活動の活性
化を図る。
・防災士養成研修などにより、地域
の防災リーダーとなる防災士の養成
とスキルアップを図り、共助による
地域防災力の強化に努める。

A

・除却や建替え等により旧耐震基
準住宅は減少しているが、旧耐震
基準住宅の耐震改修工事は進んで
いない。

・木造住宅の耐震化を強力に推進
するため、令和５年度から策定し
ているアクションプログラムによ
る積極的な啓発活動（戸別訪問
等）を継続して実施していく。

耐震化率は、
国が行う住
宅・土地統計
調査で示され
る指標であ
り、次回調査
は令和10年度
の予定。

・住宅やブロック塀等の耐震化促進
に向けて、普及啓発や耐震診断・改
修、安全確保対策に対する支援を実
施する。

B

10
行政機能・
情報通信・
防災教育

自主防災組
織の育成・
強化

防災管理室

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

・市防災訓練への市民参加や自主
防災組織の独自訓練の実施を促し
た。
・消防防災科学センター協力の
下、立根地区の自主防災組織、消
防団を対象に風水害を想定した避
難所運営に係る研修会を実施し
た。
・岩手県主催の自主防災組織リー
ダー研修会への参加を促した。

・市防災訓練への参加や独自訓練
の実施を呼び掛ける。
・自主防災組織や消防団等を対象
とした市主催の研修会を実施す
る。
・岩手県が実施する防災士養成研
修や、自主防災組織リーダー研修
会参加に係る情報提供を行う。
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14 住宅・都市
地区運営組
織の活動基
盤強化

市民協働課 7-4

・地区と行政の協働の下、住民の主
体的な地区運営を促進し、災害に強
い地区づくりを推進するため、地区
の人口や地理的要因、歴史など地区
の実状に配慮しながら、住民の合意
による地区づくり計画の策定と地区
の生活課題等を自ら解決できる体制
（地区運営組織）の構築を支援す
る。

地区運営組織数 地区 11 0 1 2 2 6 54.5 B

・市内６地区において地区運営組
織が設立され住民主体の活動が展
開されているほか、他の５地区に
おいても、地区づくり計画の策定
及び地区運営組織の設立に向けた
住民アンケートや住民ワーク
ショップ等が概ね順調に進捗して
おり、協働のまちづくりの取組が
進展している。

・地区づくり中間支援事業の委託
先NPO団体と連携し、各地区の実
情に配慮しながら、すべての地区
での地区づくり計画の策定と地区
運営組織の設立を目指す。
・地区づくり計画に基づき自主的
な実践活動が推進できるように、
集落支援員が伴走型で支援する。

15
保健医療・
福祉

感染症対策
の実施

こども家庭
センター、
健康推進
課、市民環
境課

2-5

・感染症の発生やまん延を防ぐた
め、平時から予防接種の促進や感染
予防に関する啓発活動を継続的に実
施し、市民の意識の向上を図る。
・消毒薬、マスクなどの調達体制の
確保を図る。
・消毒作業の規模に応じた実施体制
を構築する。

消毒薬等調達協
定等締結数
(累計）

件 2 0 2 2 2 2 100.0 A

【こども家庭センター】
・予防接種法に基づく定期接種、
ＨＰＶワクチンのキャッチアップ
接種、緊急風しん対策、小児への
インフルエンザワクチン接種助成
を実施した。

【健康推進課】
・予防接種法に基づき、成人を対
象とする定期接種を実施した。
・市広報・ホームページ等を通じ
て、インフルエンザや新型コロナ
ウイルス感染症などへの感染防止
対策について啓発を行った。
・マスク等の備蓄状況を確認し
た。

【市民環境課】
・消毒作業に係る噴霧器、薬剤等
の資材を一定程度確保し、災害時
の消毒に備えている。
・消毒薬等調達協定については、
市内に支店があるホームセンター
２者と災害時における一部薬剤等
の物資供給に関する協定を締結し
ている。

【こども家庭センター】
・予防接種を継続実施する。
・感染症予防対策について、市民
への周知を継続する。
・マスク、ミルク、紙おむつなど
の調達について、関係機関との連
携確認を行う。

【健康推進課】
・予防接種法に基づく成人を対象
とする予防接種を継続実施する。
・感染症予防対策について、市民
への周知を継続して実施する。
・有事の際の保健活動やマスク等
調達などについて、関係機関との
連携確認を行う。

【市民環境課】
・ホームセンターで取り扱いのな
い薬剤等の調達について、取り扱
い事業所の情報収集を行い、協定
締結を進める。

16
保健医療・
福祉

保健体制の
整備

健康推進課 2-5

・発災時に速やかに対応できるよ
う、研修会や訓練に参加し、対応や
手順の理解に努めるとともに、災害
時の活動内容について職員間で情報
共有し、関係機関との協力の下、感
染防止等に関する保健活動を連携し
て行う体制を整備する。

保健研修会等へ
の参加回数（年
間）

回 1 0 2 1 1 1 100.0 A

・大船渡保健所管内統括保健師等
連絡会に参加し、保健師の人材育
成や健康危機管理等について意見
交換を行った。終了後、会議内容
を課内で共有した。

・引き続き関連する会議や研修会
等に参加しながら、関係機関との
連携に努めていく。

17
保健医療・
福祉

福祉避難所
の指定及び
運営

地域福祉課

1-1
1-2
1-3
1-4

2-5

・一般の指定避難所では生活するこ
とが困難な要配慮者のため、必要に
応じて福祉避難所を指定する。
・災害時において、福祉避難所の設
置・運営を円滑に行うことができる
よう、平時から運営方法について調
整を図る。
・感染症対策に配慮した福祉避難所
の運営を行う。

福祉避難所協定
締結施設数

箇所 26 26 26 26 26 26 100.0 A

・福祉避難所の開設・運営に関す
る協定を26施設との間で締結して
いる。
・令和７年２月に発生した大規模
林野火災において、４施設で福祉
避難所を開設した。

・福祉避難所の開設・運営にあた
り生じた課題等について、協定締
結施設（法人）間で情報共有や意
見交換を行い、今後の避難所運営
の改善を図る。

18
保健医療・
福祉

高齢者福祉
施設の耐震
化

長寿社会課 1-1 2-4

・入所者の安全確保や災害時におけ
る福祉避難所としての役割を果たす
ため、高齢者福祉施設の耐震化を促
進する。

高齢者福祉施設
の耐震化率

％ 100.0 97.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 A

・通所や入所など施設内で介護
サービスを提供する事業所が対象
になるが、福祉避難所になり得な
い施設外事業所（訪問介護の事務
所）が１施設含まれていたため、
対象から除外した。

・達成率100％のため、災害時に
おける福祉避難所としての適切な
機能維持が図られるよう、施設整
備に関する必要な情報提供に努め
る。
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19
保健医療・
福祉

要支援者の
避難行動の
支援

長寿社会
課、防災管
理室

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

・災害時における避難支援を効果的
に進めるため、避難行動要支援者名
簿の配布とともに、自主防災組織等
と意見交換をして、課題の共有とそ
の解決に当たる。
・要支援対象者について避難行動要
支援者名簿への登載の可否（同意又
は不同意）を適切に把握し、地域に
おける効果的な避難支援行動につな
げる。

要支援対象者の
うち避難行動要
支援者名簿登載
可否が把握でき
ない者の割合

％ 0.0 19.0 7.9 5.7 9.0 8.3 91.7 B

・避難行動要支援者名簿への登載
可否の確認書を送付するに当た
り、名簿の活用方法を分かりやす
く説明したチラシや、登載の可否
を判断するフローチャートを同封
することで、提出の促しと名簿登
載可否の把握向上に努めた。
・名簿登載の可否について確認を
要する者（令和5年度2,839人、令
和6年度2,329人）に対し、同意・
不同意書の提出がなく名簿搭載の
可否が把握できない者（令和5年
度255人、令和6年度192人）の減
少割合がわずかに大きくなったこ
とから、評価指標の割合が減少し
た。

・避難行動要支援者名簿への登載
の可否について、理解が図られる
よう通知文書を精査しながら、同
意確認作業を継続するとともに、
名簿を活用した支援体制の充実を
図るため、自主防災組織等関係機
関と連携し、具体的な方策を検討
する。
・関係部署が連携し、避難行動要
支援者名簿に関する周知を図る。

20
保健医療・
福祉

保育所等の
耐震化

こども家庭
センター

1-1 2-4

・保育所やこども園は、災害時にお
ける避難場所として利用されること
から、未耐震化施設については早期
の改築を促進する。
・新耐震基準の施設についても、施
設の老朽化等が進行している施設も
あることから、適正な維持管理を促
進する。

保育所・こども
園の耐震化率

％ 100.0 91.7 91.7 91.7 100.0 100.0 100.0 A

・令和３年度末時点で未耐震化施
設であるこども園が１園あった
が、令和４年度と令和５年度の２
か年で新たな園舎を整備し、令和
５年度に耐震化率100％を達成し
た。

・耐震化施設については、令和５
年度に100％に到達したが、老朽
化等が進行している施設もあるこ
とから、今後も引き続き、適正な
維持管理を促進する。

21 産業
再生可能エ
ネルギーの
導入促進

企画調整課 4-1 5-1

・民間事業者による再生可能エネル
ギーを活用した発電事業への支援や
住宅用太陽光発電システムの導入補
助により、再生可能エネルギーの導
入を促進し、エネルギー供給源の多
様化を進める。

再生可能エネル
ギー導入量 kW 142,853 102,038 103,157 103,645 104,023 104,325 73.0 B

・再生可能エネルギー導入量は、
太陽光発電設備による導入量が増
加したものの、一層の導入促進に
努める必要がある。

・国や県の動向を注視し、適宜、
有用な制度、支援策について情報
の収集・提供を行い、市内におけ
る再生可能エネルギーの導入促進
に努める。

22 産業

燃料等のエ
ネルギー供
給機能の確
保

防災管理
室、財政
課、商工企
業課

3-1 5-1

・災害時におけるエネルギー供給機
能を確保するため、東北電力ネット
ワーク株式会社大船渡電力センター
との電力の復旧に係る協定並びに岩
手県石油商業協同組合大船渡支部及
び社団法人岩手県高圧ガス保安協会
大船渡支部との燃料等の調達及び応
急対策要員の確保に係る協定の締結
を継続するとともに、災害時に協定
が有効に機能するよう、定期的に情
報共有や訓練を実施するなど、連携
体制の強化を図る。

エネルギー関係
団体との訓練等
の実施回数（年
間）

回 1 1 1 1 1 1 100.0 A

・協定を締結している関係機関に
市防災訓練に参加してもらい、災
害対応に当たって情報共有を図る
ことを目的に情報伝達訓練を実施
した。
・令和６年度市防災訓練におい
て、東北電力ネットワーク㈱大船
渡電力センターとMicrosoft
Teams会議を活用したオンライン
リエゾンを実施した。

・市防災訓練への参加などによ
り、連携体制を強化する。

23 産業
漁業集落環
境の整備

水産課 1-2 2-1
4-1
4-2

・水産物の安定的な供給を支える安
全で安心な漁村の健全な発展に資す
る防災関連施設等の整備を行う。

綾里地区漁業集
落環境整備率

％ 66.7 0.0 0.0 16.2 38.6 38.6 57.9 B

・令和３年度に基本計画を策定
し、実施計画が国に承認された
（一部は令和４年度に承認）。
・令和６年度は雨水排水路の工事
実施は無し。集落道（港地区）の
工事L=28.5m及び田浜上地区の用
地買収を令和７年度に繰越として
いる。
・基本計画に基づき、令和４年度
から８年度までの期間で事業実施
する予定。

・令和７年度は集落道（田浜上地
区）の工事と、田浜上地区の補償
を実施する。
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24 産業
水産物供給
基盤の整備

水産課 1-2 2-1
4-1
4-2

・地域の特性を生かし、漁港や漁場
の整備を進め、地域における水産資
源の維持増大及び生産機能等の強化
を図る。

水産物供給基盤
整備率（泊里漁
港）

％ 100.0 0.0 8.9 27.2 34.8 71.2 71.2 B

・令和２年度から事業を再開。当
初計画から20年が経過し、この間
に設計基準が改定されたことか
ら、令和２年度に施設構造の計画
変更を行い、令和３年度より南防
波堤の延伸工事を実施した。
・昨今の利用漁船数の減少等によ
り事業採択基準を下回っている状
況であったことから、令和６年度
に事業計画を変更し、南防波堤の
整備をL=41ｍからL=20ｍに変更と
し、その整備をもって事業完了と
することとした。

・令和７年度は南防波堤の上部工
の工事を実施する。

令和２年度対
国・対県要望に
対する事業化路
線数（累計）

路線 5 0 1 2 2 2 40.0

重要物流道路指
定路線数

路線 5 2 2 4 4 4 80.0

26
国土保全・
交通

災害に強い
交通ルート
の整備

建設課 1-2

2-1
2-2
2-3
2-4

4-1
4-2

5-4 7-2

・災害時の円滑な避難や、支援・物
資輸送が滞らないよう、地域からの
要望等を基に、緊急度・優先度を考
慮の上、順次、市道整備に着手し、
交通ルートの整備を行う。
・豪雨による冠水や降雪による車両
の立ち往生を未然に防止するため、
通行規制や早期の周知、除雪などの
道路管理を実施する。

市道改良率 ％ 71.0 69.8 70.0 70.5 70.6 71 100.0 A ・国の補助金や交付金を活用して
市道を整備した。

・地区要望や緊急度及び優先度を
基に、市道の整備を進める。

27
国土保全・
交通

道路施設の
維持補修

建設課 1-2

2-1
2-2
2-3
2-4

4-1
4-2

5-4 7-2

・道路施設の安全性を維持するた
め、地域等からの要望を基に、緊急
度・優先度を考慮の上、道路施設の
補修等工事を実施する。

道路施設の維持
補修に係る要望
への対応実施率

％ 92.0 91.8 90.9 93.6 82.9 85.2 92.6 A
・地区要望や緊急度及び優先度を
基に、市道の適切な維持補修を実
施した。

・地区要望や緊急度及び優先度を
基に、市道の維持補修を行い適切
な管理に努める。

市道舗装率 ％ 70.7 68.1 68.1 68.6 68.8 69.2 97.9

橋りょう長寿命
化修繕率（健全
度区分がⅢ判定
となった45橋を
対象）

％ 100.0 0.0 35.6 37.8 44.4 44.4 44.4

29
国土保全・
交通

交通安全施
設等の整備

建設課
1-2
1-4

・災害時においても円滑な避難等が
できるよう、地域や関係機関からの
要望を基に、緊急度・優先度を考慮
の上、順次、ガードレールやカーブ
ミラー等の交通安全施設等を整備す
る。

交通安全施設等
の整備に係る要
望への対応実施
率

％ 33.0 33.0 11.1 32.4 22.7 43.8 132.7 A ・地区要望や緊急度及び優先度を
基に、交通安全施設を整備した。

・地区要望や緊急度及び優先度を
基に、交通安全施設の整備を進め
る。

30
国土保全・
交通

河川改修等
の治水対策

建設課 1-3

・記録的な豪雨や局地的豪雨による
大規模水害を防ぐため、緊急度・優
先度を考慮の上、順次、河川改修等
の治水対策を進める。

河川整備率（５
河川を対象）

％ 100.0 0.0 0.0 20.0 20.0 60 60.0 A ・河川改修等を実施し、治水対策
を進めた。

・記録的な豪雨や局地的豪雨によ
る大規模水害を防ぐため、河川改
修等の治水対策を進める。

31
国土保全・
交通

水路の維持
補修

建設課 1-3

・記録的な豪雨や局地的豪雨に伴う
内水氾濫に対処するため、地域等か
らの要望を基に、緊急度・優先度を
考慮の上、順次、水路施設の補修等
を実施する。

水路の維持補修
に係る要望への
対応実施率

％ 92.0 91.8 90.9 93.6 82.9 85.2 92.6 A
・地区要望や緊急度及び優先度を
基に、水路の適切な維持補修を実
施した。

・引き続き、地区要望や緊急度及
び優先度を基に、水路の維持補修
を行い適切な管理に努める。

7-2

・気仙地域２市１町と民間関係団
体等で構成された検討会を発展的
解消し、令和４年５月に設立した
国道107号の整備促進に向けた期
成同盟会において、令和６年７月
に第１回決起大会を開催、対国・
対県要望を実施した。

・国道と県道の整備について、国
や県に要望していく。
・気仙地域２市１町と民間関係団
体等で構成された検討会を発展的
解消し、令和４年５月に設立した
国道107号の整備促進に向けた期
成同盟会において、引き続き、要
望活動を実施する。

28
国土保全・
交通

道路施設の
長寿命化

建設課 1-2

4-1
4-2

5-4 7-2

・災害時における救助・救援活動、
物資輸送等が円滑かつ安全に行われ
るとともに、復旧復興を迅速に行う
ため、災害に強い道路整備と幹線道
路ネットワーク整備を国や岩手県と
連携して進める。

C

・老朽化した道路施設の補修等工事
を実施し、長寿命化を図るととも
に、点検など適切な維持管理に努め
ることで、道路施設の安全性を高
め、災害時の交通機能を確保する。

A
・点検結果に基づき、老朽化した
道路施設の補修等工事を実施し、
長寿命化を図った。

・点検結果に基づき、老朽化した
道路施設の補修等工事を実施し、
長寿命化を図る。

2-1
2-2
2-3
2-4

4-1
4-2

5-4

25
国土保全・
交通

災害に強く
信頼性の高
い幹線道路
ネットワー
クの構築

建設課 1-2

2-1
2-2
2-3
2-4

6



目標
1

目標
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R3 R4 R5 R6 R7

特記事項
達成率

（対R7）

進
捗
度

総括 今後の方向性取組内容
重要業績
評価指標

単位
目標
（R7)

基準
（R1）

実績（計画期間）

№
施策
分野

施策名 課等名

回避する起きてはならない
最悪の事態

急傾斜地土砂災
害危険箇所対策
実施済箇所数
（累計）

箇所 25 24 24 24 24 24 96.0

土石流危険箇所
対策実施済箇所
数（累計）

箇所 35 34 34 34 34 34 97.1

33
国土保全・
交通

治山事業の
促進

農林課 1-4 6-5

・山地災害の原因となる山崩れ、地
すべり、土石流等の被害を防止し、
又は被害を最小限に抑えるため、治
山ダムや土留の設置など治山施設の
整備や老朽化により補修等が必要な
箇所への対応について、引き続き、
岩手県へ要望する。

治山事業の施行
地区数（累計）

地区 5 1 3 3 3 3 60.0 B

・県と現地確認を行いながら実施
箇所を決定し、土砂流出等が懸念
される箇所で継続的に治山事業を
進めている。令和6年度は継続3箇
所で事業を実施し、そのうち2箇
所は繰越となり引き続き対応して
いる。これまでの取り組みによ
り、対象箇所の整備が着実に進
み、地域の災害リスク軽減に貢献
している。

・大規模林野火災の影響がある箇
所は優先的に対応しつつ、通常の
治山事業も並行して計画的に実施
する。対象箇所は県に報告すると
ともに、必要な情報共有や連絡調
整を行い、土地使用の同意取得を
着実に進め、事業の円滑な実施に
努める。

大規模林野火
災の影響があ
る箇所を優先
的に実施

34
国土保全・
交通

農林業用施
設の災害対
応力の強化

農林課 1-4 4-2
6-4
6-5

・被災により食料供給等に甚大な影
響を及ぼさないよう、農道・林道、
用水路等の農林業用施設について、
計画的な整備や長寿命化対策等を推
進する。

農林業用施設維
持修繕件数（年
間）

件 20 14 24 14 22 14 70.0 B

・計画的な維持保全に取り組みな
がら、農林道や用水路などの管理
に努めている。周辺に住宅が増え
た地域などでは、農林業利用以外
の面からの要望も見られるように
なっており、地域の実情に応じた
対応が求められている。

・突発的な修繕や改修要望にも対
応しながら、緊急度や優先度を踏
まえた計画的な維持保全との両立
を図る。

35
国土保全・
交通

ため池の危
険度の周知

農林課 1-4 6-4

・ため池が決壊した場合に備え、被
害想定区域や避難場所等が表示され
た「防災重点ため池ハザードマッ
プ」を作成するとともに、ため池の
危険度を地域住民に周知することに
より、防災意識の向上や緊急時の迅
速な避難対策に反映し、被害軽減を
図る。

防災重点ため池
ハザードマップ
の作成率

％ 100.0 0.0 67.0 67.0 100.0 100.0 100.0 A ・重点ため池３箇所すべてのハ
ザードマップを作成済みである。

・ため池の危険度を地域住民に周
知することにより、防災意識の向
上や緊急時の迅速な避難による被
害軽減を図る。

36
国土保全・
交通

漁港施設の
長寿命化

水産課 1-2 2-1
4-1
4-2

6-2

・漁港機能の維持・保全を図るた
め、機能保全計画に沿って保全工事
を行い、漁港施設の維持管理と長寿
命化に取り組む。

機能保全計画達
成率（健全度が
Ａ判定又はＢ判
定とされた４施
設を対象）

％ 25.0 0.0 0.0 13.8 23.3 33.1 132.4 A

・令和２年度に水産物供給基盤機
能保全計画を策定し、令和３年度
に漁港施設修繕の実施計画が国か
ら承認された。
・令和６年度は蛸ノ浦漁港北防波
堤の修繕工事L=30mを実施。蛸ノ
浦漁港北防波堤の修繕工事L=26m
を令和７年度に繰越としている。

・令和７年度は蛸ノ浦漁港北防波
堤及び護岸、千歳漁港の護岸の修
繕工事を実施する。

37
国土保全・
交通

港湾の耐
震・耐津波
強化

港湾振興課 2-1
4-1
4-2

6-2

・経済活動の物流拠点や災害時にお
ける緊急物資の輸送拠点としての港
湾機能を確保するため、引き続き、
国及び岩手県に耐震強化岸壁の早期
整備を要望する。

耐震強化岸壁整
備率（野々田地
区）

％ 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 D

・令和２年２月の大船渡港港湾計
画の変更により、野々田地区岸壁
（-7.5m、13m）が災害時の緊急物
資対応施設として位置付けられた
が、耐震強化岸壁の整備時期等に
ついては未定であるため、引き続
き、早期の整備について要望する
必要がある。

・継続して国及び岩手県に要望し
ていくとともに、東北地方整備局
へ職員を派遣し、情報収集するほ
か、要望実現に向けた定期的な事
務レベルでの意見交換会を県と実
施しており、これを継続してい
く。

災害廃棄物処理
応援協定の締結
数

件 6 4 4 4 4 4 66.7

災害廃棄物処理
マニュアルの策
定

－ 策定 未策定 未策定 策定 策定 策定 100.0

A

・急傾斜地崩壊対策施設や砂防施
設の早期完成、未整備箇所の早期
事業化を岩手県に要望した。

・引き続き、急傾斜地崩壊対策施
設や砂防施設の早期完成、未整備
箇所の早期事業化を岩手県に要望
する。

38
国土保全・
交通

廃棄物の処
理体制の整
備

市民環境
課、大船渡
地区環境衛
生組合、岩
手沿岸南部
広域環境組
合、気仙広
域連合

2-5

・急傾斜地崩壊対策施設や砂防施設
の早期完成、未整備箇所の早期事業
化を岩手県に要望し、整備促進を図
る。

C

・岩手県資源循環推進課より助言
を受けながら、関係課等と協議の
上、令和４年７月に「大船渡市災
害廃棄物処理マニュアル」を策定
した。

・災害廃棄物処理応援協定につい
て、県内市町村・一部事務組合及
び広域連合とは締結済である。
　民間団体等との協定について
は、（一社）岩手県建設業協会大
船渡支部、岩手県産業資源循環協
会と協定を締結しており、その他
の団体との連携に係る情報収集を
行う。

7-1

・災害発生時に迅速かつ円滑に災害
廃棄物やし尿等の処理を実施するた
め、相互応援協定を締結し廃棄物の
処理体制を整備するとともに、市に
おいて「災害廃棄物処理マニュア
ル」の策定を行う。

32
国土保全・
交通

土砂災害対
策施設等の
整備・改修

建設課 1-4
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